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平成27年 消防出初式
　安心安全な行田を担う消防職団員が一堂に会し、市民の
皆さんと共に1年の安全を願い、防火防災思想の普及と消
防職団員の結束を図ることを目的として「行田市消防出初
式」を実施します。

▶期 日
　平成27年1月10日㈯
▶場所・内容
【産業文化会館前・市役
所玄関前】
開会式、消防職団員によ
る各種訓練
【水城公園】
消防車および防災ヘリコ
プターによる一斉放水

行田
市役所

みずしろ

商工センター

水城公園

国道1
25号

至加須

至熊谷

通行止め時間帯
　　 午前11時50分～午後2時50分
　　 午後2時15分～3時15分

通行止め時間帯
　　 午前11時50分～午後2時50分
　　 午後2時15分～3時15分

▶そ の 他
・ 当日は消防車がサイレンを鳴らしながら走行
しますので、火災と間違わないようご注意く
ださい。
・ 通行止め時間帯は、付近の公共施設の駐車場
は利用できません。
・ 午後2時30分ごろから3時15分ごろにかけ
て、水城公園において一斉放水を行います。
付近にお住まいの方は洗濯物などに水がかか
らないようご注意ください。
▶問い合わせ　消防本部総務課☎550―2120

子育て世帯定住促進奨励金(最大60万円)をご利用ください
　市では、活力あふれる元気な行田の実現を目指し、定住人口の増加を図るため、平成27年度までの期間限定
で市内に定住する子育て世帯の住宅取得を支援しています。

▶ 奨励金の概要　中学生以下の子どもを養育または妊娠22週間以後の出産予定の方がいる子育て世帯が、市内
に住宅を取得し一定要件に該当する場合、次の奨励金を交付します。

市内事業者施工
奨励金

市内在住の世帯が、市内事業者の
施工による住宅を取得した場合

住宅取得価格(税抜き)の
5パーセント
※限度額20万円

転入者住宅取得
奨励金

1年以上市外に居住し、本市に転
入後1年以内の世帯が、住宅を取
得した場合

住宅取得価格(税抜き)の
5パーセント
※限度額40万円

※ ｢転入者住宅取得奨励金｣の該
当世帯が、市内事業者の施工
による住宅を取得した場合は、
併せて「市内事業者施工奨励
金」を交付します。

住まいる行田プロジェクト(官民連携事業)による住宅取得支援
　子育て世帯定住促進奨励金の対象となった方に対し、市内の協力事業者が独自のサービスを提供することで、
官民連携で住宅取得の支援を行っています。

▶ 問い合わせ　企画政策課企画・改革担当(内線311)

住まいる行田プロジェクト

※奨励金や市内協力事業者の特別サービスの詳細については、市ホームページをご覧ください。

市 市内協力事業者

・市内事業者施工奨励金(限度額20万円)

・転入者住宅取得奨励金(限度額40万円)

・ 住宅用太陽光発電システム設置補助
　(一律８万円)

・ 住宅用高効率給湯器設置補助
　(限度額5万円)

+
・ 市内協力建築事業者の施工による特別
サービスの提供

・ 奨励金の一部(上限10万円)を市内共通
商品券で交付

・行田産玄米の贈呈

・行田軽トラ朝市で使用できる買い物券の贈呈

・田んぼアートの田植え体験と稲刈り体験
　への招待

行田市行財政改革プログラムを策定しました
　少子高齢化や人口減少など、社会情勢の変化に
対応した行財政運営を確立し、将来にわたって安
定した行政サービスを提供するためには、さらな
る行財政改革に取り組む必要があります。
　このため、市では、9月に「行田市行財政改革指
針」を策定し、今後における行財政改革の目指す
べき方向性を定めるとともに、本指針に基づいて
行財政改革の具体的な取り組み内容やスケジュー
ルなどを盛り込んだ「行財政改革プログラム」を策
定しました。
　今後、本プログラムに基づき、全庁一丸となっ
て計画的かつ着実に行財政改革を推進していきます。

▶ 計画期間　平成26年度から32年度までの7年間
▶ 推進体制　職員で構成する行政改革推進本部およ
び行財政刷新プロジェクト会議を中心に、全庁的
な連携のもと、スピード感を持って取り組みます。

　 　また、プログラムに基づく取り組みは、「市報
ぎょうだ」や市ホームページなどで適宜公表する
とともに、市民の代表者で構成される行政改革
推進委員会(阿久津彰男会長以下9人)に報告し、
意見や助言をいただきながら、成果の見える改革
を進めていきます。

　※ プログラムの詳細は、市ホームページ、企画政
策課および市政情報コーナーで閲覧できます。

▶問い合わせ　企画政策課企画・改革担当（内線311）

プログラムの主要項目

　行田市行財政改革指針に示した5つの基本方針
に基づく、本プログラムの主要な取り組み項目は
次のとおりです。

（1）行政力の向上～行政運営の改革～
　・事務事業の見直し
　・市有施設の活用、方針検討
　・指定管理者制度の活用
　・公共工事コストの削減
　・行政コストの削減　など
（2）財政力の向上～財政運営の改革～
　・健全な財政運営の推進
　・補助金などの見直し
　・受益者負担の適正化
　・市税などの賦課、徴収強化
　・自主財源の確保　など
（3）組織力の向上～組織人材の改革～
　・効率的な組織体制の推進
　・附属機関などの見直し
　・広域化の推進
　・出資法人などの改革
　・職員の人材育成　
（4）地域力の向上～官民協働の推進～
　・情報共有の推進と対話の拡充
　・協働連携による事業の推進
（5）市民満足度の向上
　　　～市民本位のまちづくりの推進～
　・市民・窓口サービスの向上
　・市民の安心安全の確保


